
竺
法
護
訳
経
に
お
け
る
述
作

に
つ
い
て

河

野

訓

述
作
と
は
、
論
語
に

「
述
べ
て
作
ら
ず
」
と
あ
る

そ

の
述
作

で
あ

り
、
先
人
の
説
を
論
述
す
る
述
と
新
説
を
唱
え
る
作
を
い
う
。
本
小
論

で
は
、

特
に
竺
法
護
の
訳
経
に
お
け
る
作
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

竺
法
護
訳
の

『
正
法
華
経
』
で
は

『法
華
経
』
テ
キ
ス
ト
と
し
て
最

も
古
い
形
を
残
し
て
い
る
と
さ
れ
る

『妙
法
蓮
華
経
』
に
比
べ
て
授
五

百
弟
子
決
品
、
薬
王
如
来
品

の
前
半
に
お
い
て
大
き
な
増
広
が
み
ら
れ

る
。
ま
た
、
『
添
品
妙
法
蓮
華
経
』
序
に
よ
れ
ば
、
鳩
摩
羅
什
訳
の

『妙

法
蓮
華
経
』

に
は
提
婆
達
多
品
が
欠
け
て
い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
り
、

両
者
に
は
依
拠
し
た
原
テ
キ
ス
ト
に
大
き
な
相
違
の
あ

っ
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
の
上
で
大
き

く
異
な
る
箇
所
も
含
め
て
、
『
妙
法
蓮
華
経
』
そ
の
他

の
諸

々
の

『法

華
経
』

テ
キ
ス
ト
に
は
並
行
箇
所
が
な
く
竺
法
護
の

『正
法
華
経
』
に

の
み
見

ら
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
、
そ
の
由
来
を
検
討
し
、
そ
こ
に
で
き

る
限
り
竺
法
護
独
自
の
思
想
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
1
)

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
四
巻
第
二
号

平
成
八
年
三
月

一

「
成
仏
」
、

「本

浄

」

の
強
調

に

つ
い
て

竺
法
護
の
訳
経
に
つ
い
て
、
特
に

『正
法
華
経
』
訳
出
以
前
に
訳
さ

れ
た
竺
法
護
訳
の
諸
経
典
に
、
諸
法
空
、
本
浄
の
思
想
に
基
づ
い
て
の

修
道
観
、
成
仏
観
が
顕
著
に
現
れ
る
こ
と
は
先
学
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ

て

い

る
。
(
2
)

『
妙

法

蓮

華

経
』

と

他

の

サ

ン

ス

ク
リ

ッ
ト
諸

本

に

は

見

ら

れ

ず

、

『
正
法

華

経

』

に

の

み
存

在
す

る

箇

所

は
、

ま

さ

に

竺
法

護

が

自

己

の
主

張

を

行

っ
た

と

こ
ろ

と
考

え

て

よ

い

の

で

は

な

い

か
。

そ

の

よ
う

な

例

を

具

体

的

に
挙

げ

れ

ば

次

の

と

お
り

で

あ

る

。

〔
す

べ

て
大

正

九
巻

〕

・
譬
如
彼
子
与
父
別
久
、
行
道
遥
見
不
識
何

人
、
呼

而
怖
懼

、
後
稍
稍

示
威

儀
法
則
乃
知
是
父
。
仏
亦
如
是
。
吾
等
不
解

菩
薩

大
士
、
錐
従
法

生
為
如

来
子
、
但
求
滅
度
、
不
志
道

場
坐

於
樹
下

、
降

魔
官
属
度
脱

一
切
。
我
輩

自
謂

已
得
解
脱
。
以
是
之
故

、
今

日
観
聞

、
未
為
成
就
、
不
為
出
家
、
不

成
沙
門
。

(
八

二
上
二
二
～

二
八
)

・
是
諸
声
聞
皆
当
成
仏
。
我
等

悦
豫

不
能
自

勝
。

(
八

一
中
七
～
八
)

五
三
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竺
法
護
訳
経

に
お
け
る
述
作

に
つ
い
て

(河

野
)

五
四

・
惟
願
大
聖

讃
説
経
典

開
化
衆
生

発
起
黎
庶

三
界
群
萌

悉
共
渇
仰

使
建

道
意

皆
令
蒙
度(八

九
中

二

一
～

二
三
)

・
其
仏
所
念

果
如
所
言
、
為

諸
十
方
講
説
経
法
、
開
化

一
切
皆
令
得
道

(
二
〇

二
下

一
八
～

二
〇
)

・
仏
告
大
弁
、
是
七
宝
塔
在
干
東
方
而
処
於
下
。
去
是
無

量
江
河
沙
仏

土
、

在
於
虚
空
未
曽
出
現
。
今
見
能
仁
如
来
正

覚
本
行

学
道
為

菩
薩
時
、

用
衆

生
故
不
恪
身
命
、
精
進
不
懈
、
行
権
方
便
、
布
施
持
戒
忍

辱
精
進

一
心
智

慧
、

求
頭
与
頭
、

求
眼
与
眼
、

求
鼻
与
鼻

、

求
耳

与
耳
、
手
足
支

体
妻

子
侍
従
七
宝
車
乗
象
馬
衣
裘
国
邑
墟
聚
、

恣
人
所
求
、
無
所
愛

惜
、
自
致

得

仏
。
今
故
来
現
致
敬
能
仁
、
欲
令
能
仁

仏
坐
我
所
有
師
子
金
床
、
講
正

法
華
開
化

一
切
、
使
蒙
其
恩
。
能

仁
如
来
尋
如
所
勧
、
則
升
講
堂
師
子
之

座
、
分
別
数
演
正
法
華
経
。

(
一
〇

二
下
二
六
～

一
〇
三
上
八
)

・
一
切
所
供

養

奉

法
為
最

上

分

別
空
無
慧

自
致
得
仏
道

宣
暢
法
華

経

以

示
諸
不
及

解

本
無
三
乗

順

一
無
上
真

(
一
〇
三
上
一

三
～

二
六
)

・
使
諸
来
者
各
得
其
所
開
発
大
道

(
二
〇
三

上
二

一
)

・
其
身
清
浄

亦
復
如
是

悉
観
見
干

二
切
世
間

以
俗
之
身

覚
了
如
滋

斯
人
尚
未

獲
成
聖
道

(
一
二
二
上

一
四
～

二
六
)

・
発
大
道
意
、
自
致
正
覚
度
脱

一
切

(
二
二
五
上

一
四
～

一
五
)

・
致
不
退
転
無
従
生
忍
至
成
仏
道

(
一
二
六
中

二
七
)

・
諮
講
経
義
受
諸
不
及
、
令

一
切
聞
悉
発
道
意

(
二
二
七
中
八
)

・
顕
授
大
道
無
上
正
真

(
二
二
八
中

一
九
～
二
〇
)

・
因
而

示
儀
開
化
道
慧

(
一
二

八
中

二
〇
)

・
以
得
超
越
、
展
転
相
成
多
所
度

脱

。
一
切
盲
冥
威
入
道
明
、
便
自
発
意

(
一
三

二
下

二
〇
～
二

一
)

傍

線

部

の
得

解

脱

(解

脱
を
得

る
)
、

成

仏

(
仏
と
な
る
、

さ
と

り

を

成

ず
る
)
、

建

道
意

(
さ
と
り

に
向

か
う
心
を
起
こ

さ

せ

る
)
、

得

道

(さ

と
り

を
得

る
)
、

得

仏

(さ
と
り
を
得
る
)
、

得

仏

道

(
さ
と
り
を
得

る
)
、

開

発

大
道

(
大

い
な
る
さ
と
り
を
覚
ら
せ
る
)
、

獲

成

聖

道

(す
ぐ
れ
た
教

、兄
あ
る

い
は
さ
と
り
を
体
得

す
る
)
、
発

大

道

意

(大

い
な
る
さ
と
り

に
向
か
う
心
を

起
こ
さ
せ
る
)
、

致

正
覚

(正

し
い
さ
と
り
に
至
る
)
、

成

仏

道

(さ
と
り
を

成
就
す
る
)
、

発

道

意

(さ
と
り

に
向
か
う
心
を
起

こ
す
)
、

授

大

道

無

上

正

真

(大

い
な
る
さ
と
り
、
無
上

の
正
し

い

さ

と

り

を
授
け

る
)
、

開

化

道

慧

(
さ
と
り

の
智

慧
を
教
え
る
)
、

入

道

明

(さ
と
り

の
智

慧

を

さ

と

る
)

の
各

語

は
、

全

て
、

竺

法

護

の
挿

入

句

に
見

ら
れ

る

も

の

で
、

「
さ

と

り

を

成

就

す

る

」

と

い
う

内

容

を
含

ん

で

い
る

。

ま

た
、

竺
法

護

が

「
心
本

浄

」
、

「
自

然

清

浄

」
、

「
本

末

清

浄
」

な

ど

本

浄

、

清

浄

を

こ

と

に
強

調

し

て

い

る

こ

と

に

つ

い
て

も

先
学

の

指
摘

す
る
と
お
り
で
あ
る
。
(
3
)

次
は

『妙
法
蓮
華
経
』
な
ど
他
の
法
華
経
に
は

見
ら
れ
な
い
が
、
『
正
法
華
経
』
に
は
存
す

る
例
で
あ
る
。

・
其
身
清
浄

亦
復
如
是

悉
観
見
于

一
切
世
間

以
俗
之
身

覚
了
如
滋

斯
人
尚
未

獲
成
聖
道

(大
正
九
、
一
二
二
上
一
四
～
一
六
)

竺
法
護
が

「
心
本
浄
」
、
「自
然
清
浄
」
、

「本
末
清
浄
」
な
ど
本
浄
、
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清
浄
を
こ
と
に
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

一
歩
進
め
て
考
え
る

と
、
心
浄
の
思
想
は
竺
法
護
の
拠

っ
て
立

つ
仏
教
理
解
の
根
本
に
位
置

す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
道
家
思
想
の
拠
り
所
と
な

っ

た

『
准
南
子
』
の
人
間
訓
は

「清
浄
悟
愉
人
之
性
也
」
(清
浄
、
活
愉
は

人
の
性
な
り
)
で
始
ま
る
。
竺
法
護
の
時
代

に

は
、
こ
の
よ
う
な
人
間

の
本
性
が
清
浄
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
理
想
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
明

白
な
前
提
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
竺
法
護
は
、
当

時
の
思
想
風
潮
に
、
仏
教
本
来
の
無
自
性
、
空
と
心
浄
の
思
想
を
う
ま

く
合
致
さ
せ
て
経
典
の
随
所
に
ち
り
ば
め
、
再
構
成
し
た
の
で
は
な
い

か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三

竺

法

護
経

典

に
み

る
比
喩

の
解

釈

次
に

『正
法
華
経
』
に
特
徴
的
な
、
比
喩
の
解
説
を
見
る
こ
と
に
す

る
。
『
法
華
経
』

で
比
喩
の
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る

の

は
次
の
三
箇
所

で
あ
る
。

①
往
古
品
第
七

「如
来
悉
見
～
説
有

三
乗
」
(大
正
九
、
九
二
下

二
六

―
九
三
上

一
)

②
授

五
百
弟
子
決
品
第
八

「仏
言
発
無
上
正
真
道
意
～
各
有
名
号
」

(大
正
九
、
九
五
上
一
三
―
二
五
)

③
如
来
現
寿
品
第
十
五

「其
父
医
者
～
非
徒
虚
妄
」
(大
正
九
、
一
一

四
中

一
六
下

一
)

以
上
三
例
の
う
ち
、
第

一
と
第
三
の
例
は
、
同
内
容
の
比
喩
が

『妙

竺
法
護
訳
経
に
お
け
る
述
作
に
つ
い
て

(河

野
)

法
蓮
華
経
』
並
び
に
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
諸
本

と

『
正
法
華
経
』
に
あ
る

が
、
『
正
法
華
経
』
に
は
さ
ら
に
そ
の
注
釈
と
し
て
こ
こ
に
掲
げ

た
部

分
が
付
さ
れ
て
い
る
。

二
方
、
第
二
の
例

は
、

『
妙
法
蓮
華
経
』
並
び

に
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
諸
本
に
は
比
喩
も
、
そ

の
注
釈
に
当
た
る
こ
の
部

分
も
全
く
欠
け
て
い
る
。

本
来
の
経
文
に
注
が
含
め
ら
れ
て
、
経
文
を
見
た
だ
け
で
は
本
来
の

経
文
と
注
と
を
区
別
で
き
な
い
と
い
う
経
典
は
、
初
期
の
漢
訳
経
典
に

は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例

え
ば
、
安

世
高

の

『
安
般
守
意

経
』
な
ど
が
そ
の
好
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

は
じ
め
に
こ
の
三
例
が
竺
法
護
に
よ
る
本
来
の

『正
法
華
経
』
に
、

訳
出
当
初
か
ら
あ

っ
た
部
分
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
注
釈
の
部
分
の

み
後
世
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に

つ
い

て
、
は

じ

め
に

「
謂
」
以
下
の
注
釈
に
用
い
ら
れ
た
語
彙
が

竺
法
護

の
通
常
用

い

て
い

た
語
彙
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場

合
、
竺
法
護
が

『正
法
華
経
』
を
訳
出
し
た
の
は
経
録
等
に
よ
れ
ば
太

康
七
年

(二
八
六
)
八
月

一
〇
日
で
あ

る
か

ら
、
そ
れ
以
前
に
訳
出
さ

れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、
竺
法
護

の
真
訳
と
さ
れ
、
現
存
す
る
も
の
が

第

一
の
対
象
と
し
て
限
定
さ
れ
る
(
4
)

。
語
彙
の
典
拠
は
注
に
掲
げ
る
こ
と

と
し
、
(
5
)

問
題
の
残
る
語
句

の
み
こ
こ
で
検
討
す
る
。

①
に
あ
る

「学
者
」
は
竺
法
護

の
最
初
期

の
訳
経
で
あ
る

『
須
真
天

子
経
』
に
は
見
い
だ
せ
る
語
で
あ
る
が
、
竺
法
護
訳
経
に
頻
出
す
る
語

で
は
な
い
。
「菩
薩
行
法
」
の

「菩
薩
」
は
頻
出
す
る
語
で
あ

る

か
ら

五
五
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竺
法
護

訳
経
に
お
け

る
述
作

に
つ
い
て

(
河

野
)

五
六

論
外
と

し
て
、
「行
法
」
ば

『
大
善
権
経
』
に

「声
聞
縁
覚
唯
行
此
法
」

の
例
が
あ
る
。

②
に
あ
る

「権
智
」
は
文
字
ど
お
り
の
例
は
未
だ
見
い
だ
せ
て
い
な

い
が
、
『大
善
権
経
』
や

『
修
行
道
地
経
』

に

「権
慧
」
が
同
様

の
意

味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
②
に
出
る

「慧
士
」
は

『修
行
道
地

経
』

に
慧
人
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
「慧
士
」
の
例
は
見

い
だ
せ

て
い

な
い
｡
但
し
、
竺
法
護
訳
出
と
さ
れ
て
い
る

『決
定
総
持
経
』
(訳
出
年

不
詳
)
に
は
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
。

以
上

の
語
は

『正
法
華
経
』
以
前
の
経
典
に
は
頻
出
し
な
い
語
で
あ

る
が
、

竺
法
護

の
用
い
る
術
語
で
な
い
と
は
い
え
な
い
語
で
あ
る
。

次
に
、
竺
法
護
の
訳
経
に
お
け
る
比
喩

の
解
釈
に
つ
い
て
見
て
み
る

と
、
今
取
り
上
げ
た

『
正
法
華
経
』
以
前
の
諸
経
典
に
お
い
て
、
比
喩

の
解
釈
が
実
例
と
し
て
顕
著

に
現
れ
る

の
は
太
康
五
年

(二
八
四
)
訳

出
の

『
修
行
道
地
経
』
巻
七
と
同
六
年
訳
出
の

『慧
上
菩
薩
問
大
善
権

経
』
巻

上
で
あ
る
。

①
は
法
華
七
喩
の

一
と
さ
れ
る
化
城
喩
に
つ
い
で
あ
る
。
竺
法
護
の

訳
経
で
は
ほ
ぼ
同

二
の
比
喩

が

『修
行
道
地
経
』
巻
七

に
見

ら
れ
、
(
6
)

『慧
上
菩
薩
問
大
善
権
経
』
巻
上
に
も
近
い
比
喩

が
あ

る
。
(
7
)

前
者
に
は

解
釈
が
付
さ
れ

て
い
な
い
が
、
後
者

に
は
付
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
後

者
の
異
訳
経
で
あ
る
東
晋
の
竺
難
提
訳

「大
乗
方
便
会
」、
宋

の
施
護

訳

『
大
方
広
善
巧
方
便
経
』

の
何
れ
に
も
解
釈
部
分
が
存
す
る
こ
と
よ

り
、
(
8
)

竺
法
護
の
訳
出
時
の
原
典
に
も
初
め
か
ら
解
釈
部
分
が
存
し
て
い

た
と

み

る

こ
と

が

で

き

よ

う

。

②

の
海

に

入

り

、

珍

宝

を
採

る

と

い
う

比

喩

は
、

若

干

ニ

ュ
ア

ン

ス

が
異
な
る
が

『
修
行
道
地
経
』
巻
七
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
(
9
)

訳
出

は

『正
法
華
経
』
に
遅
れ
る
が
重
要
な
経
典
と
さ
れ
て
い
る

『如
来
興

顕
経
』
(元
康
元
年

(二
九

一
)
訳
出
)
に
も
あ

る
。
(
1
0
)

こ
の
う

ち
後

者

で

は
、
海
中
の
大
宝
珠
を
諸
の
貧
匱
が
手
に
入
れ
る
と
い
う
同
様
の
シ
チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ソ
で
、
二

切
の
貧
匱
が
則
ち
法

の
珍
し
き
を
獲
る
と
は
、

便
ち
豊
饒
な
る
無
極
の
財
を
得
る
な
り
」
(大
正
一
〇
、
六
〇
〇
中
一
〇
～

一
二
)
と
い
い
、
そ
れ

は

『
正
法
華
経
』
の

「如
意
珠
を
得
る
と
は
如

来

の
無
極
の
法
身
を
獲
る
を
謂
う
な
り
」
と
同

じ
内
容

と

な

っ
て
い

る
。
『如
来
興
顕
経
』
を
他
の
異
訳
経
典
と
比
較
し
て

み
る
と
、
そ
の

箇
所
の
表
現
を
欠

い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は

『正
法
華

経
』
の
表
現
を
承
け
て

『如
来
興
顕
経
』
の

二
文
が
挿
入
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

③
の
医
者
の
譬
喩
に
つ
い
て
、
良
医
、
良
薬
を
題
材
に
し
た
比
喩
と

そ
の
解
釈
が
、
や
は
り

『修
行
道
地
経
』
に

あ

る
も

の

の
、
比
喩

は

『
正
法
華
経
』
ほ
ど
物
語
性
に
富
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
(
1
1
)

以
上
、
『
正
法
華
経
』
の
比
喩
解
釈
部
分

の
語
彙
が

『
正
法
華
経
』

以
前
の
竺
法
護
の
訳
経
の
中
に
す
で
に
用
い
ら
れ

て

い
る

も
の
で
あ

る
こ
と
と
、
同
じ
内
容
の
比
喩
や
そ
の
解
釈
を
含
む
経
典
が
存
在
す
る

こ
と
の
二
点
を
確
認
し
た
。

次
に
他
の

『法
華
経
』
諸
経
典
に
は
見
ら
れ
な
い
②

の
比
喩
に
つ
い
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て
は
、

竺
法
護
が
正
確
に
は
ど
こ
か
ら

『
正
法
華
経
』
の
こ
の
比
喩
を

持
ち
出
し
て
き
た
の
か
は
ま
だ
研
究

の
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
類
似
の

比
喩
を
す
で
に
知

っ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
確
実
で
あ
る
。
さ

ら
に
そ
れ
は
解
釈
を
伴

っ
て
訳
出
さ
れ
て
い
た

か
ら
、
『正
法
華
経
』

の
比
喩

と
そ
の
解
釈
も
そ
れ
に
な
ら

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
限

ら
ず
、

竺
法
護
が
翻
訳
経
典
の
間
で
、
あ
る
程
度
自
由
に
経
文
を
融
通

さ
せ
て
い
た
こ
と
は
、
『
正
法
華
経
』
の
経
文

に
そ

っ
て

『如
来
興
顕

経
』
に

一
文
を
補
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
①
～
③

の
経
文
に
み
ら
れ
る
比
喩
に
解
釈
を
施
す
と
い
う
考

え
は
、
す
で
に
そ
の
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
竺
法
護
は

知

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
安
世
高
訳
の
も
の
で
す
で
に
解
釈
が
施
さ

れ
た
ま
ま
流
行
し
て
い
る
も
の
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
自
ら
も
少
な

く
と
も

二
経
は
、
そ
の
解
釈
が
原
典
に
あ

っ
た
か
否
か
を
別
に
し
て
、

解
釈

の
施
さ
れ
た
経
典
を
訳
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
③
に
つ
い
て
は
確
認
が
取
れ
て
い
な

い
が
、
『正
法
華

経
』
に
見
ら
れ
る
比
喩
の
解
釈
は
、
訳
出
時
よ
り
存
在
し
た
竺
法
護
の

真
訳
で
あ
り
、
翻

っ
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈

的

な
漢
訳

こ
そ

が
、
竺
法
護
の
経
典
訳
出
の
特
色
あ
る
態
度
で
あ
る
。

1

学
会
の
配
布
資
料
で
は
、
『正
法
華
経
』
と
と
も
に

『如
来
興
顕
経
』

に
つ
い
て
も
示
し
た
が
、
本
論
文
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
割
愛
す
る
。
同

経
に
つ
い
て
は
、
拙
論

「『如
来
興
顕
経
』
の
研
究
」
(東
京
大
学
東
洋
文

化
研
究
所
紀
要
百
二
七
冊

平
成
七
年
三
月
)
参
照
。

竺
法
護
訳
経
に
お
け
る
述
作
に
つ
い
て

(河

野
)

2

佐

々
木
孝
憲

「
竺
法
護

の
訳

経
に

つ
い
て
―

正
法
華

経
読
解

の
た
め
の

基
礎
的
考
察
―

」

(坂
本
幸
男
編

『
法
華

経

の
中
国
的
展
開
』
所
収
)
。

3

藤
堂
恭
俊

「
竺
法
護
訳
出
経
典

に
み
ら
れ
る
心
浄
説
」
印
度

学
仏
教

学

研
究
第
五
巻

二
号
。
自

然
清
浄
、
本
末
清

浄

に
つ
い
て
は
拙
論

「
竺
法
講

訳
華
厳
経
類
と
魏
晋
玄
学
」
(
仏
教
学
第

三
五
号
、

二
九
九
三
年
十

二
月
)

参
照
。

4

『
須
真
天
子
経
』
『
方
等
泥
垣

経
』
『
徳
光

太

子

経
』
『
宝
蔵
経
』
『修
行

道

地
経
』

(『
修
』
と
略
す
)
『
阿
惟
越
致
遮
経
』

(『
阿
』
と
略
す
)

『
大
善

権
経
』

(『
善
』
と
略
す
)

『
海
龍

王
経
』

(『
海
』

と

略

す
)
『
持

心

梵

天

経
』

(『
持
』
と
略
す
)
。

こ
の
う
ち
特
に
注

意
す

べ

き

は
、
訳
経

の
空

白

期
間

の
後

の
訳
経
で
あ
る

『修

』
以
下

の
諸
経
典

で
あ
る
。
拙

論

「
竺
法

護

の
経
典
訳
出
年
等
再
考

」
(
『
仏
教
文
化

』
学
術
増
刊
号

(
五
)
平
成

元

年
十
二
月
)
参
照
。

5

典
拠

は

『
正
法
華
経
』

に
訳
出
時

の
近

い
経
典

(前
注

で
掲
げ
る
順
番

の
遅

い
経
典
)
を
中
心
と
し
て
採
る
。

①
如
来

『
持
』
大

一
五
、

一
上
二
九

五
道
生
死

『
修
』
大

一
五
、

一
九
〇
上

二
、
二
二
八
中

二
〇

学
者

『
須
真
天
子
経
』
大

一
五
、

一
〇
六
上
五

道
慧

『
持
』
大

一
五
、
五
上
五

『
善
』
大

二
二
、

一
五
九
上

二
五

菩
薩
行
法

菩
薩

は
頻
出
。
「
声
聞
縁
覚
唯
行
此
法
」
『
善
』
大

二
二
、

一
五
九
中
二

一

羅
漢

『
持
』
大

一
五
、
二
九
下
二
九

泥
垣

『
持
』
大

一
五
、
四
中

一
三

『
方
等
般
泥
垣
経
』
大

一
二
、
九

一
二
上

二
四

滅
度

『
持
』
大

一
五
、
四
中
二
五

『
阿
』
大
九
、
二

二
五
中
二

無
上
正
真
道
意

『
持
』
大

一
五
、
三
下
二

四

『
阿
』
大
九
、
二
二
四
下
二
八

②
経
道

『
海
』
大

一
五
、

一
五
四
下

一
二
～

二
三

『
善
』
大

二
二
、

二
六
五
中
七

五

七
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竺
法
護

訳
経

に
お
け

る
述
作

に
つ
い
て

(河

野
)

五
八

権
智

「
権
慧
」
『
善
』
大

一
二
、

一
六
二
中
二

四

『修
』
大

一
五
、
二
二
八
下
二
九

空

・
無
想

・
無
願

『
持
』
大

一
五
、
四
下
二
〇
～
二

一

『
海
』
大

一
五
、

一
三
三
中

一
七
～

一
八

法
身

『
修
』
大

一
五
、
二
二
九
、
下
二

『
阿
』
大
九
、
二
二
四
、
中
二
八

菩
薩
道

『
阿
』
大
九
、
二
〇
四
上

一
六

『
修
』
大

一
五
、
二
二
七
、
下

一
四

大
意

『
阿
』
大
九
、
二

一
四
下
八

無

従
生

『
阿
』
大
九
、
二
〇
二
中
二
二

七
覚
意

『
持
』
大

一
五
、

一
九
下

一
五

『
善
』
大

二
二
、

一
六
〇
下
二
六

道
教

『
持
』
大

一
五
、

二
二
中
二

一

『
阿
』
大
九
、

二
〇
〇
下
三

仏
道

『
持
』
大

一
五
、

一
二
中

二
七

慧
士

(
『
決
定
総
持
経
』
(訳
出
年
不
詳
)
大

一
七
、

七
七
二
上
四
)
「慧

人
」
『
修
』
大

一
五
、

二
二
九
下

二
九

最
正
覚

『
海
』
大

一
五
、

一
三
七
上

二
六

『
阿
』
大
九
、

二

一
六
中

一
七

一
乗

『
持
』
大

一
五
、

二
八
下

二
六

『
阿
』
大
九
、

一
九
九

上
九

二
道

『
持
』
大

一
五
、

二
七
上
二
六

『
方
等
般
泥
垣
経
』
大

一
二
、
九

一
六
下

一
六

成
仏

『
持
』

大

一
五
、

三
二
上

一

名
号

『
持
』

大

一
五
、

一
下
二
五

③
三
界

『
持
』

大

一
五
、

一
六
下
四

『
修
』

大

一
五
、

二

一
五
上
八

三
毒

『
修
』

大

一
五
、

一
九
四
上
二
七
、

二
二
四
中
二
三

悲
哀

『
持
』
大

一
五
、

二
七
下
二
五

『
海
』
大

一
五
、

一
五
〇
下

二
六

五
趣

『
持
』
大

一
五
、

六
下

二
〇

経
法

『
持
』
大

一
五
、
二
六
中

六

『
海
』
大

一
五
、

一
三
六
中

八

不
退
転

『
持
』
大

一
五
、

二
六
上
二
五

『
阿
』
大
九
、

一
九

八
下

一
四

無
所
従
生

『
阿
』
大
九
、

二
一

五
下
二

一
～

二
二

『
方
等
般
泥
潭
経
』

大

一
二
、
九

一
八
上
四

六
十

二
見

『
持
』
大

一
五
、

二

一
下

一

『
海
』
大

一
五
、

一
五
〇
上
二

一
～

二
二

6

『
修
行
道

地
経
』
巻
第

七

(
大

一
五
、
二
二
五
下
―
二
二
六
上
)

7

『
大
善
権
経
』
巻
上

(大

一
二
、

一
五
九
中
―

一
六
〇
上
)

8

「
大
乗
方
便

会
」

(
『
大
宝
積
経
』
巻

第

百

七
、
大
一一

、
五
九
九

上
―

下
)
、
『
大
方

広
善

巧
方

便
経
』

(大

一
二
、

一
七

一
上
―

中
)

9

『
修
行
道

地
経
』
巻
第
七

(大

一
五
・、

二
二

五
上
―
中
)

10

『
如
来
興

顕
経
』

巻
第
二

(大

一
〇
、
六
〇
〇
中
)

11

『
修
行
道
地
経
』
巻
第
七

(大

一
五
、
二
二

四
中
―
下
)

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

竺
法
護
、
正
法
華
経

(文

化
庁
宗
務
課
専
門
職
員
)
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